
 

 

２  福祉保健局長は、 前項の調査において 、 そ の使用方法が不適切と 認めた と き は、 借受者

に対し 改善を 勧告する も のと する 。 勧告によ り 、 改善がみら れな い場合は、 貸付契約を 解

除する も のと する 。  

３  福祉保健局長は、 報告期限を 定めて 、 借受者に借受都有地等使用状況報告書（ 別記第４

号様式） を 提出さ せる も のと する 。  

４  福祉保健局長は、 財務局長から 求めがあ っ た場合は、 第１ 項の調査を 行い、 財務局長に

報告する も のと する 。  

（ 貸付けの開始時期）  

第１ ５ 条 こ の要綱によ る 貸付契約に基づく 貸付け は、 令和９ 年３ 月３ １ 日ま でに開始する

も のと する 。  

 

 

（ そ の他）  

第１ ６ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 こ の要綱の実施に関し て必要な事項は、 福祉保健

局長が別に定める 。  

     

   附 則 

 こ の要綱は、 平成１ ９ 年３ 月２ ３ 日から 施行する 。  

    

   附 則 

 こ の要綱は、 平成２ ０ 年３ 月１ １ 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 平成２ １ 年３ 月２ ５ 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 平成２ ３ 年 2 月 2 1 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 平成２ ５ 年９ 月４ 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 平成２ ６ 年２ 月２ ６ 日から 施行する 。  

 

 附 則 

  こ の要綱は、 平成２ ６ 年１ １ 月２ １ 日から 施行する 。  

 

 附 則 

  こ の要綱は、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

附 則 
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  こ の要綱は、 平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 平成２ ９ 年３ 月２ １ 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 平成３ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

附 則 

  こ の要綱は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

 

別表１ －１ （ 第２ 条関係）  

 

第２ 条第２ 項に定める 事業 

 

事業種別 主な根拠規定 

相談支援 障害者総合支援法第５ 条第１ ６ 項 

診療所 医療法第１ 条の５ 第２ 項 

訪問看護事業所 
健康保険法第８ ８ 条１ 項 

介護保険法第８ 条４ 項 

 

 

別表１ －２ （ 第２ 条関係）  

 

第２ 条第２ 項に定める 事業 

 

事業種別 主な根拠規定 

放課後等デイ サービ ス  児童福祉法第６ 条の２ の２ 第４ 項 

保育所等訪問支援 児童福祉法第６ 条の２ の２ 第５ 項 

障害児相談支援 児童福祉法第６ 条の２ の２ 第６ 項 

診療所 医療法第１ 条の５ 第２ 項 

訪問看護事業所 
健康保険法第８ ８ 条１ 項 

介護保険法第８ 条４ 項 

 

別表１ －３ （ 第２ 条関係）  
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第２ 条第２ 項に定める 事業 

 

事業種別 主な根拠規定 

保育所等訪問支援 児童福祉法第６ 条の２ の２ 第５ 項 

障害児相談支援 児童福祉法第６ 条の２ の２ 第６ 項 

診療所 医療法第１ 条の５ 第２ 項 

訪問看護事業所 
健康保険法第８ ８ 条１ 項 

介護保険法第８ 条４ 項 

 

 

 

別表２ （ 第８ 条関係）  

 

都有地等利用事業者選定審査会委員構成 

 

１  福祉保健局障害者施策推進部長 

２  福祉保健局総務部企画政策課長 

３  福祉保健局総務部計理課長 

４  福祉保健局総務部契約管財課長 

５  福祉保健局障害者施策推進部計画課長 

６  福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課長 

７  福祉保健局障害者施策推進部施設サービ ス 支援課長 

８  福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課長 

９  その他、 福祉保健局長が必要と 認めた者 
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都有地活用によ る 地域の福祉イ ンフ ラ 整備事業（ 障害） の 

貸付対象事業者について 

１ ８ 福保障計第１ ３ ４ ２ 号 

               平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

改正 ２ ０ 福保障計第１ ２ ４ ７ 号 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

改正 ２ ５ 福保障計第７ ６ ８ 号 

平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ４ 日 

改正 ２ ５ 福保障計第１ ４ １ ８ 号 

平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ６ 日 

改正 ２ ６ 福保障計第１ ０ ８ ０ 号 

平成２ ６ 年１ １ 月２ １ 日 

改正 ２ ８ 福保障計第１ ８ ８ ３ 号 

平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ １ 日 

改正 ２ ９ 福保障施第４ １ ０ １ 号 

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 

 

    

 都有地活用によ る 地域の福祉イ ンフ ラ 整備事業実施要綱（ 平成１ ９ 年３ 月２ ３ 日付１

８ 福保障計第１ ３ ４ ２ 号） 第４ 条に規定する 貸付対象者は、 以下に定める 民間事業者と

する 。  

 

１  共同生活援助事業所 

（ １ ）  社会福祉法第２ ２ 条に規定する 社会福祉法人 

（ ２ ）  医療法第３ ９ 条に規定する 医療法人 

（ ３ ）  特定非営利活動促進法第２ 条に規定する 特定非営利活動法人 

（ ４ ）  一般社団法人及び一般財団法人 

（ ５ ）  日本赤十字社法に規定する 日本赤十字社 

（ ６ ）  会社法第２ 条第１ 号に規定する 会社 

（ ７ ）  前各号に定める も ののほか、 福祉保健局長が認める 事業者 

 

２  日中活動系サービ ス 事業所 

（ １ ）  社会福祉法第２ ２ 条に規定する 社会福祉法人 

（ ２ ）  医療法第３ ９ 条に規定する 医療法人 

（ ３ ）  特定非営利活動促進法第２ 条に規定する 特定非営利活動法人         

（ ４ ）  一般社団法人及び一般財団法人   

（ ５ ）  日本赤十字社法に規定する 日本赤十字社 

（ ６ ）  会社法第２ 条第１ 号に規定する 会社 

（ ７ ）  前各号に定める も ののほか、 福祉保健局長が認める 事業者 

 

３  児童発達支援センタ ー又は児童発達支援若し く は医療型児童発達支援を行う 事業所 

（ １ ）  社会福祉法第２ ２ 条に規定する 社会福祉法人 

（ ２ ）  医療法第３ ９ 条に規定する 医療法人 

（ ３ ）  特定非営利活動促進法第２ 条に規定する 特定非営利活動法人         

（ ４ ）  一般社団法人及び一般財団法人   

36



（ ５ ）  日本赤十字社法に規定する 日本赤十字社 

（ ６ ）  会社法第２ 条第１ 号に規定する 会社 

（ ７ ）  前各号に定める も ののほか、 福祉保健局長が認める 事業者 

 

４  主と し て重症心身障害児を通わせる 放課後等デイ サービ ス  

（ １ ）  社会福祉法第２ ２ 条に規定する 社会福祉法人 

（ ２ ）  医療法第３ ９ 条に規定する 医療法人 

（ ３ ）  特定非営利活動促進法第２ 条に規定する 特定非営利活動法人         

（ ４ ）  一般社団法人及び一般財団法人   

（ ５ ）  日本赤十字社法に規定する 日本赤十字社 

（ ６ ）  会社法第２ 条第１ 号に規定する 会社 

（ ７ ）  前各号に定める も ののほか、 福祉保健局長が認める 事業者 
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都有地活用によ る 地域の福祉イ ンフ ラ 整備事業（ 障害）  

に関する 利用事業者審査基準 

 

 

                       １ ８ 福保障計第１ ３ ４ ２ 号 

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

改正 ２ ０ 福保障計第１ ２ ４ ７ 号 

   平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

 

 都有地活用によ る 地域の福祉イ ンフ ラ 整備事業実施要綱（ 平成１ ９ 年３ 月２ ３ 日付１

８ 福保障計第１ ３ ４ ２ 号）第８ 条第２ 項に規定する 利用事業者の審査基準は次のと おり

と する 。  

 

（ １ ） 組織運営に関する 事項 

１ －１  それぞれの法人類型に応じ た法律の規定、 指導基準等に基づき 、 適切な構成

の運営組織によ る 事業運営が行われる と 認めら れる こ と 。  

１ －２  当該事業の事業内容について、 理解と 熱意を十分に有し ている こ と 。  

１ －３  指導検査等において、 過去に問題点がないか、 ある いは過去に指摘さ れた問

題点が十分に改善さ れている こ と 。  
 

（ ２ ） 財政運営に関する 事項 

２ －１  施設整備資金のほかに事業開始当初の運営資金が確実に確保さ れている こ

と 。  

２ －２  法人と し ての財政状況及び収支状況が健全である こ と 。  
 

（ ３ ） 事業運営に関する こ と  

３ －１  当該事業を実施する にあたって必要な事業者指定等を 受ける 見込みがある

こ と 。  

３ －２  当該事業の経験のある 社会福祉法人、 医療法人等と の連携を図る こ と ができ 、

必要に応じ てその支援を得ら れる こ と 。  

３ －３  法令に基づく 施設の最低基準その他の要件を満たし ている こ と 。  
 
（ ４ ） 事業計画に関する こ と  

４ －１  当該土地に当該施設の建設が可能であり 、 建築確認の見通し が確実である こ

と 。  

４ －２  計画にあたって当該区市町村の理解が得ら れている こ と 。  

４ －３  当該建物は、 当該施設に改修が可能である こ と （ 建物を改修し て利用する 場

合）。  

４ －４  当該事業を継続的・ 安定的に運営する ために必要な資金計画・ 収支計画が策

定さ れており 、事業開始から １ ０ 年以上継続し て事業を行う 見込みがある こ と 。 
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（ ５ ） その他 

５ －１  事業計画や過去の実績等を総合的に勘案し 、 安定的な事業運営が図ら れ、 質

の高いサ－ビス が継続的に提供さ れる と 判断さ れる こ と 。  

 

 以上に定める も のの他、 福祉保健局長は、 個別事案に応じ て、 必要な審査基準を別途

定める こ と ができ る も のと する 。  
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